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③ 玄関、１階の掃き出し窓、バルコニーなど、非常時の脱出経路となる出入口については、どのように解錠する

ようになっていますか。当てはまるものすべての数字に○を付けてください。（複数回答可） 
１．火災報知器と連動して自動的に解錠    ２．職員の遠隔操作で一斉に解錠 
３．職員が手動で個別に解錠         ４．入居者による個別の解錠が可能 
５．その他（                ）  

 

④ 歩行が困難な入居者や、火災の知覚・認識が困難な入居者を想定した避難対策マニュアルを整備していますか。

当てはまるものを１つ選び、数字に○を付けてください。          
     １．整備している                       ２．整備していない 
 

７．常駐する職員について  

問 16 職員の勤務形態について（最も中心的な役割を担う職員１名について）以下の問いにお答えください。 

① 勤務形態と、兼務の場合は住宅職員としての従事割合について、当てはまるものを１つ選び、数字に○を付け

てください。 

１．住宅の職員として専従   

２．併設事業所との兼務    ⇒ (a) 月の勤務時間を 100％とした場合に、住宅職員（状況把握など）として

の業務に従事するおおよその割合を記入してください。 

（       ）％ 

                               (b) その際の兼務する業種について当てはまるものを１つ選び、数字に○を

付けてください。 

                   １．訪問介護事業所   ２．訪問看護事業所   ３．通所介護事業所  

                   ４．居宅介護支援事業所          ５．小規模多機能型居宅介護事業所 

                   ６．その他（                 ） 
 
  ② 保健医療福祉分野での勤務年数を記入してください。   （       ）年 

  ③ 保有資格について、当てはまるものすべての数字に○を付けてください。（複数回答可） 

   １．看護師    ２．保健師    ３．社会福祉士    ４．介護福祉士    ５．ケアマネジャー 

６．ホームヘルパー（２級以上）   ７．その他（            ）   ８．特になし 
 

問 17 状況把握及び生活相談サービスを行う日中職員の配置人員数と、夜間職員の配置人員数及び勤務形態につい

てお答えください。 

日中の配置人員数 ※１ （      ）人  

夜間の配置人員数 ※２ 夜勤 （      ）人   宿直（     ）人 

※１ 日中に関しては、もっとも多い時間帯についてお答えください。 

※２ 該当する者がいない場合は「０（ゼロ）」を記入してください。 

 

８．常駐する職員の業務内容について 

問 18 状況把握・見守りについて、以下の問いにお答えください。 

① 日々の状況把握・見守りの実施方法について、当てはまるものすべての数字に○を付けてください。 

（複数回答可） 

１．定期的な居室への訪問   

（ ⇒ 頻度について  a．１日１回   b．１日２回   c.１日３回以上  ） 

２．生活リズムセンサー（水センサー、人感センサー等の受動的な方法） 

３．緊急通報コール（押しボタン等の能動的方法） 

４．間接的方法による実施（例：ゴミ出しや新聞等の受け取りによる確認等） 

  （ ⇒ 具体方法：                                ） 

５．喫食による確認 

６．その他（                                    ） 

７．実施していない 
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② 緊急時（緊急的な医療措置が必要となった場合）の対応方針について、当てはまるものをすべて選び、数字 

に○を付けてください。（複数回答可） 

１．主治医や協力・連携する医療機関への通報   ２．救急車による搬送 

３．医療機関へ入居者を自ら搬送               ４．その他（                  ） 

 

問 19 生活相談について、以下の問いにお答えください。 

① 随時の相談や問い合わせ対応以外に、定期的な面談を行うことで、入居者の状況把握を行っていますか。当て

はまるものを１つ選び、数字に○を付けてください。 

   １．随時の相談や問い合わせ対応の他に、定期的な面談を行っている 

   ２．随時の相談や問い合わせ対応のみ行っている 

   ３．生活相談は行っていない  

 

②ここ１ヶ月間で受けた生活相談の内容について、主なもの３つを選び、数字に○を付けてください。 

１．介護に関する相談          ２．医療に関する相談       ３．行政サービスについての相談 

４．成年後見制度に関する相談        ５．近隣地域の情報についての問い合わせ 

６．家計や資産に関しての相談        ７．転居前に住んでいた住宅に関する相談（売却、維持管理等） 

８．家族・親族との人間関係について    ９．他の入居者との人間関係について 

10．日常生活に関する相談（買い物やゴミ出し、家電製品の操作等）  11．住戸内の設備等に関して 

12．その他（具体例：                    ）  13．特になし 

 

③ 上記②において受けた相談内容の繋ぎ先として、この１ヶ月間の対応で当てはまるものすべての数字に○を付

けてください。（複数回答可）  

１．地域包括支援センター   ２．行政        ３．医療機関       ４．介護事業者 
５．ケアマネジャー         ６．社会福祉協議会      ７．地域のボランティア活動グループ 
８．家族                  ９．近隣の商店    
10．その他（具体例：                       ）    

11．特になし 

 

問 20 その他の生活支援サービスについて、以下の問いにお答えください。 
① 状況把握・生活相談以外に実施している生活支援サービス（介護保険サービスは除く）として、当てはまるも

のすべてに○を付けてください。※ 別途費用の発生するものも含む。（複数回答可）   

   １．入居者による調理の支援      ２．通院への付添     ３．通院以外の個別の外出 

（散歩、買い物など）の支援 

４．買い物の代行          ５．ゴミ出し             ６．清掃代行 

７．洗濯サービス                  ８．金銭の管理            ９．介護予防を目的とした運動教室等 

10．栄養指導や料理教室        11．その他（                                 ） 

12．特になし 
 

② 上記①の生活支援サービスの提供にあたり、入居者自身の自立を促すようなサービス提供方法上の工夫を行っ

ていますか。当てはまるものを１つ選び、数字に○を付けてください。 

    １．行っている                  ２．行っていない 

 

③ 上記②で「１．行っている」と回答した場合、具体的な工夫の内容を自由記述でお答えください。 
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問 21 コミュニティ形成のための支援等の実施について、以下の問いにお答えください。 

① 住宅内の入居者同士のコミュニティ形成のための支援等について、実施しているものすべての数字に○を付け

てください。（複数回答可）  

１．定期的なサークル活動等の支援 
２．イベントや行事の実施   
  （ ⇒ 頻度について     年       回程度実施） 
３．カフェ等の交流スペースの設置 
４．その他（                                    ） 
５．実施していない 

 

② 近隣住民とのコミュニティ形成のための支援等について、実施しているものすべての数字に○を付けてくださ

い。（複数回答可）  

１．近隣住民との交流イベントや行事の実施・支援 
２．地域のボランティアの積極的な受け入れ 
３．地域に開放したスペース・イベント等の常設的な運営（カフェ、食堂、カルチャー教室等） 
４．（入居者に対する）地域の行事・活動に関する情報の積極的な提供 
５．（住宅として）地域行事への積極的な参加   
６．その他（具体例：                           ）    

７．特に行っていない 

 

問 22 入居者情報の共有について、以下の問いにお答えください。 

① 住宅内に常駐する職員同士の情報共有について  

(1) 職員同士の情報共有として実施していることについて、当てはまるものすべての数字に○を付けてくださ

い。（複数回答可） 

    １．情報共有を行うためのミーティングの実施（申し送りは除く） 

（ ⇒ 頻度について   a.週１回程度実施   b.月に１回程度実施   c.必要があれば実施） 

   ２．連絡ノートやパソコンを使った情報共有システムの活用 

   ３．申し送りの実施       ４．その他（            ）    ５．実施していない 

 

 (2) 利用者ごとの健康状況（既往歴やかかりつけ医療機関についての情報）や介護サービス利用状況について

の個別ファイルを作成していますか。当てはまるものを１つ選び、数字に○を付けてください。 

   ※ケアプランとは別に、住宅として作成しているものについてお答えください。 

   １．作成している            ２．作成してない 

 

② 住宅外の関係者との情報共有について  

(1) ケアマネジャーとの情報共有の実施について、当てはまるものすべての数字に○を付けてください。 

（複数回答可） 

１．定期的にミーティングを実施            ２．不定期的にミーティングを（必要があれば）実施   

３．ケアプランの写しを基本的に貰っている   ４．サービス担当者会議にほとんどの場合出席している 

５．サービス担当者会議に必要があれば出席している     ６．特に情報共有を行っていない 

７．その他 （                    ） 

 

(2) 介護事業者（ケアマネジャー以外）とのミーティングの実施について、当てはまるものを１つ選び、数字

に○を付けてください。 

１．定期的に実施        ２．不定期的に（必要があれば）実施        ３．実施していない 
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９．医療機関等との協力・連携状況について 

問 23 医療機関との協力・連携状況について、以下の問いにお答えください。 

① 医療機関との協力・連携の有無について、どちらか１つを選び数字に○を付けてください。 

１．あり    ⇒（複数回答可） a．グループ法人内の医療機関 

 b．提携契約を行っている医療機関 

 c．契約関係はないが協力している医療機関 

２．なし 

 

※上記①において「１．あり」と回答の場合のみお答えください。 

② 上記医療機関において実施している内容について、当てはまるものすべての数字に○を付けてください。 

（複数回答可） 

１．定期的な健康診断     ２．外来受診     ３．住宅への訪問診療・往診 

４．緊急時の入院受け入れ   ５．その他（                   ）   

 

③ 訪問看護事業所との協力・連携の有無について、どちらか１つを選び数字に○を付けてください。 

１．あり    ⇒（複数回答可） a．グループ法人内の事業所 

 b．提携契約を行っている事業所 

 c．契約関係はないが協力している事業所 

２．なし 

 

10. 利用者について 

問 24 利用者の状況について、以下の問いにお答えください。 

 ① 入居室数、入居者数、入居者数のうち単身の入居者数を記入してください。（2012 年８月 31 日現在） 

全入居室数 全入居者数 うち、単身入居者数 

室 人 人

 

② 入居者の年齢ごとの人数、及び平均年齢を記入してください。（2012 年８月 31 日現在） 

～64 歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100 歳以上 不明 

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

    

平均年齢 

歳 

※合計が①の全入居者数と一致するようにお答えください。 

 

③ 入居者の自立・要支援・要介護度別の人数について記入してください。（2012 年８月 31 日現在） 

自立 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
不明・把握

していない

人 人 人 人 人 人 人 人 人

   ※合計が①の全入居者数と一致するようにお答えください。 

 

④ 要医療者の医療内容ごとの人数について、記入してください。（2012 年８月 31 日現在） 

喀痰吸引 経管栄養 人工透析 点滴 膀胱ｶﾃｰﾃﾙ 酸素療法 疼痛管理 

人 人 人 人 人 人 人

※該当者がいない場合は、「０（ゼロ）」をご記入ください。 
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⑤ 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」ごとの人数について記入してください。（2012 年８月 31 日現在） 

入居者の日常生活自立度を把握していない 人

入居者の日常生活自立度を把握している 人

 （内訳） 

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準「Ⅰ」） 
人

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意してい

れば自立できる。（同基準「Ⅱ」） 
人

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 

（同基準「Ⅲ」） 
人

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とす

る。（同基準「Ⅳ」） 
人

著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 

（同基準「Ｍ」） 
人

 
⑥ 介護保険の利用状況についてそれぞれのサービスごとの「居住者の利用者数」、及びその中で「併設施設を含

むグループ法人内の事業所の利用者数」について記入してください。（2012 年８月 31 日現在） 

 利用者数 うち、併設施設を含む 

グループ法人内の利用者数 

居宅介護支援事業所 人 人  

訪問介護事業所 人 人  

訪問看護事業所 人 人  

デイサービス 人 人  

小規模多機能型居宅介護事業所 人 人  

 

11. 利用者の入退去経緯 

問 25 利用者の入退去の経緯について以下の問いにお答えください。 

① 現在居住している方の従前の居住場所ごとの人数について記入してください（自宅・親族の家の場合は、独居

であったかそれ以外であったかについてもお答えください）。 

自宅・親族の家 

（持家） 

独 

居 

人 
そ
れ
以
外 

人  

（借家） 人 人  

（不明） 人 人  

医療機関 人 

 

介護保険三施設 ※１ 人 

有料老人ホーム 人 

有料老人ホーム以外の居住系施設 ※２ 人 

高齢者向け住宅（旧高専賃等） 人 

その他 人 

不明・把握していない 人 

※１ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設  

※２ 有料老人ホーム以外の居住系施設＝ケアハウス、養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム 

 ※合計が問 24①の全入居者数と一致するようにお答えください。 
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② 退去時の退去先について、退去先ごとの人数を記入してください。 

※平成 23年 4 月～24 年 8月までの期間についてお答えください。 

退去者数 人 上記期間のデータが把握できない場合は、

把握できる期間についての人数を記入して

ください。 

その際の期間 ⇒  

平成（    ）年（   ）月 から 

平成（    ）年（   ）月 まで 

死亡による退去 人 

特養への入居 人 

グループホームへの入居 人 

老健・療養型への入居 人 

介護付有料老人ホーム（特定施設）への入居  人 

ケアハウス・養護老人ホームへの入居 人 

家族・親族宅 人 

医療機関への入院 人 

他の住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢

者向け住宅・への入居 
人 

その他 人 

不明・把握していない 人 

  

 ③ 貴住宅においての看取りの対応状況について当てはまるものを１つ選び数字に○を付けてください。 

１．実施している        ⇒ ※上記②の期間においての実施件数（       ）件 

２．実施していない 

３．実績はないが対応可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ ◇ ◇ ご協力いただき、誠にありがとうございました。 ◇ ◇ ◇ 
以下の書類を同封の上、返信用封筒（切手不要）にてご返信いただきますようお願いいたします。 

 

       

 

・契約書 

・パンフレット、リーフレット等 

・その他、契約時・入居時にお渡ししている説明資料一式  

 （重要事項説明書、サービス、費用等に関する資料 等） 



平
成

2
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
ま

で
の

間
の

地
域

区
分

の
適

用
地

域
自

治
体

 ：
 １

７
４

２
　

（
H

2
3
.1

2
.3

1
現

在
）

上
乗

せ
割

合

地
域

東
京

都
東

京
都

東
京

都
埼

玉
県

宮
城

県
大

阪
府

北
海

道
埼

玉
県

神
奈

川
県

愛
知

県
大

阪
府

福
岡

県
そ

の
他

の
地

域
特

別
区

多
摩

市
八

王
子

市
さ

い
た

ま
市

仙
台

市
和

泉
市

札
幌

市
桶

川
市

清
川

村
豊

明
市

泉
南

市
筑

紫
野

市
稲

城
市

立
川

市
千

葉
県

埼
玉

県
羽

曳
野

市
茨

城
県

久
喜

市
石

川
県

日
進

市
阪

南
市

春
日

市
西

東
京

市
武

蔵
野

市
千

葉
市

川
越

市
藤

井
寺

市
水

戸
市

八
潮

市
金

沢
市

愛
西

市
豊

能
町

大
野

城
市

神
奈

川
県

府
中

市
東

京
都

川
口

市
交

野
市

土
浦

市
三

郷
市

福
井

県
清

須
市

熊
取

町
太

宰
府

市
鎌

倉
市

昭
島

市
三

鷹
市

所
沢

市
大

阪
狭

山
市

古
河

市
蓮

田
市

福
井

市
北

名
古

屋
市

田
尻

町
福

津
市

大
阪

府
調

布
市

小
金

井
市

狭
山

市
忠

岡
町

石
岡

市
坂

戸
市

山
梨

県
弥

富
市

岬
町

糸
島

市
大

阪
市

町
田

市
東

村
山

市
越

谷
市

兵
庫

県
結

城
市

幸
手

市
甲

府
市

み
よ

し
市

千
早

赤
阪

村
那

珂
川

町
小

平
市

東
久

留
米

市
蕨

市
伊

丹
市

龍
ヶ

崎
市

鶴
ヶ

島
市

長
野

県
あ

ま
市

兵
庫

県
宇

美
町

日
野

市
神

奈
川

県
戸

田
市

川
西

市
下

妻
市

日
高

市
長

野
市

長
久

手
市

姫
路

市
志

免
町

国
分

寺
市

横
須

賀
市

朝
霞

市
三

田
市

常
総

市
吉

川
市

松
本

市
東

郷
町

明
石

市
須

恵
町

国
立

市
京

都
府

志
木

市
奈

良
県

取
手

市
毛

呂
山

町
上

田
市

豊
山

町
加

古
川

市
久

山
町

狛
江

市
京

都
市

和
光

市
奈

良
市

牛
久

市
越

生
町

静
岡

県
大

口
町

三
木

市
粕

屋
町

神
奈

川
県

大
阪

府
新

座
市

大
和

郡
山

市
つ

く
ば

市
滑

川
町

浜
松

市
扶

桑
町

高
砂

市
長

崎
県

横
浜

市
堺

市
富

士
見

市
広

島
県

守
谷

市
嵐

山
町

沼
津

市
蟹

江
町

小
野

市
長

崎
市

川
崎

市
豊

中
市

ふ
じ

み
野

市
広

島
市

那
珂

市
川

島
町

三
島

市
飛

島
村

加
西

市
愛

知
県

池
田

市
三

芳
町

府
中

町
筑

西
市

吉
見

町
富

士
宮

市
阿

久
比

町
加

東
市

名
古

屋
市

高
槻

市
千

葉
県

坂
東

市
鳩

山
町

島
田

市
東

浦
町

猪
名

川
町

大
阪

府
守

口
市

市
川

市
稲

敷
市

と
き

が
わ

町
富

士
市

幸
田

町
稲

美
町

吹
田

市
枚

方
市

船
橋

市
桜

川
市

宮
代

町
磐

田
市

三
重

県
播

磨
町

寝
屋

川
市

茨
木

市
松

戸
市

つ
く
ば

み
ら

い
市

白
岡

町
焼

津
市

津
市

奈
良

県
兵

庫
県

八
尾

市
習

志
野

市
阿

見
町

杉
戸

町
掛

川
市

四
日

市
市

天
理

市
西

宮
市

大
東

市
柏

市
河

内
町

松
伏

町
藤

枝
市

桑
名

市
橿

原
市

芦
屋

市
箕

面
市

浦
安

市
八

千
代

町
千

葉
県

御
殿

場
市

鈴
鹿

市
桜

井
市

宝
塚

市
門

真
市

四
街

道
市

五
霞

町
木

更
津

市
袋

井
市

名
張

市
五

條
市

摂
津

市
東

京
都

境
町

野
田

市
裾

野
市

亀
山

市
生

駒
市

高
石

市
青

梅
市

利
根

町
佐

倉
市

湖
西

市
い

な
べ

市
香

芝
市

東
大

阪
市

福
生

市
栃

木
県

東
金

市
函

南
町

伊
賀

市
葛

城
市

四
條

畷
市

清
瀬

市
宇

都
宮

市
市

原
市

清
水

町
木

曽
岬

町
宇

陀
市

島
本

町
羽

村
市

栃
木

市
流

山
市

長
泉

町
東

員
町

山
添

村
兵

庫
県

あ
き

る
野

市
鹿

沼
市

八
千

代
市

小
山

町
朝

日
町

平
群

町

そ
の

他

１
８

％
１

５
％

１
２

％
１

０
％

６
％

３
％

０
％

１
級

地
２

級
地

３
級

地
４

級
地

５
級

地
６

級
地
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兵
庫

県
あ

き
る

野
市

鹿
沼

市
八

千
代

市
小

山
町

朝
日

町
平

群
町

神
戸

市
日

の
出

町
日

光
市

我
孫

子
市

川
根

本
町

川
越

町
三

郷
町

尼
崎

市
神

奈
川

県
小

山
市

鎌
ヶ

谷
市

森
町

滋
賀

県
斑

鳩
町

福
岡

県
相

模
原

市
真

岡
市

君
津

市
愛

知
県

彦
根

市
安

堵
町

福
岡

市
平

塚
市

大
田

原
市

袖
ヶ

浦
市

豊
橋

市
長

浜
市

川
西

町
藤

沢
市

さ
く
ら

市
八

街
市

岡
崎

市
草

津
市

田
原

本
町

茅
ヶ

崎
市

下
野

市
印

西
市

一
宮

市
守

山
市

曽
爾

村
逗

子
市

壬
生

町
白

井
市

瀬
戸

市
栗

東
市

明
日

香
村

厚
木

市
野

木
町

富
里

市
半

田
市

甲
賀

市
上

牧
町

大
和

市
群

馬
県

山
武

市
春

日
井

市
野

洲
市

王
寺

町
伊

勢
原

市
前

橋
市

酒
々

井
町

豊
川

市
高

島
市

広
陵

町
海

老
名

市
高

崎
市

栄
町

津
島

市
米

原
市

河
合

町
座

間
市

伊
勢

崎
市

大
網

白
里

町
碧

南
市

多
賀

町
吉

野
町

綾
瀬

市
太

田
市

長
柄

町
刈

谷
市

京
都

府
和

歌
山

県
葉

山
町

渋
川

市
長

南
町

豊
田

市
亀

岡
市

和
歌

山
市

寒
川

町
榛

東
村

東
京

都
安

城
市

城
陽

市
橋

本
市

静
岡

県
玉

村
町

東
大

和
市

西
尾

市
向

日
市

紀
の

川
市

静
岡

市
千

代
田

町
武

蔵
村

山
市

蒲
郡

市
長

岡
京

市
岩

出
市

滋
賀

県
大

泉
町

瑞
穂

町
犬

山
市

八
幡

市
か

つ
ら

ぎ
町

大
津

市
埼

玉
県

檜
原

村
江

南
市

京
田

辺
市

岡
山

県
京

都
府

行
田

市
神

奈
川

県
小

牧
市

南
丹

市
岡

山
市

宇
治

市
飯

能
市

小
田

原
市

稲
沢

市
木

津
川

市
広

島
県

大
阪

府
加

須
市

三
浦

市
新

城
市

久
御

山
町

廿
日

市
市

岸
和

田
市

東
松

山
市

秦
野

市
東

海
市

井
手

町
海

田
町

泉
大

津
市

春
日

部
市

二
宮

町
大

府
市

宇
治

田
原

町
坂

町
貝

塚
市

羽
生

市
中

井
町

知
多

市
笠

置
町

山
口

県
泉

佐
野

市
鴻

巣
市

大
井

町
知

立
市

精
華

町
周

南
市

富
田

林
市

上
尾

市
山

北
町

尾
張

旭
市

南
山

城
村

福
岡

県
河

内
長

野
市

草
加

市
箱

根
町

高
浜

市
大

阪
府

北
九

州
市

松
原

市
入

間
市

愛
川

町
岩

倉
市

柏
原

市
飯

塚
市

地
域

数

備
考

　
兵

庫
県

伊
丹

市
及

び
川

西
市

に
お

け
る

上
乗

せ
割

合
に

つ
い

て
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
ま

で
の

間
は

、
経

過
措

置
と

し
て

９
％

と
す

る
。

　
　

　
　

東
京

都
東

大
和

市
及

び
武

蔵
村

山
市

、
大

阪
府

熊
取

町
並

び
に

兵
庫

県
明

石
市

に
お

け
る

上
乗

せ
割

合
に

つ
い

て
、

平
成

2
4
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
ま

で
の

間
は

、
経

過
措

置
と

し
て

５
％

と
す

る
。

１
３

１
９

２
３

５
２

０
２

７
６

４
２

８
４

 -

資料４ 介護報酬地域区分



A
+
B

判
定

用
額
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5

都
道

府
県

別
の

生
活

保
護

受
給

額

（
モ
デ
ル

世
帯

：
高

齢
単

身
世

帯
（
６
８
歳

）
）

順
位

番
号

都
道

府
県

生
活

扶
助

費
（
A
)

住
宅

扶
助

費
(B
)

１
級

地
－

１
１

級
地

－
２

２
級

地
－

１
２

級
地

－
２

３
級

地
－

１
３

級
地

－
２

平
均

額
1
級

地
2
級

地
3
級

地
平

均
額

平
均

受
給

額
（
万

円
）

1
4
5
宮

崎
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

2
9
,5
0
0

2
3
,0
0
0

2
6
,2
5
0

9
6
,1
5
0

1
0
.0

2
2
青

森
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
3
,1
0
0

2
7
,0
5
0

9
6
,9
5
0

1
0
.0

3
1
6
富

山
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
0
,8
0
0

3
0
,0
0
0

2
1
,3
0
0

2
7
,3
6
7

9
7
,2
6
7

1
0
.0

4
4
6
鹿

児
島

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,6
0
0

2
4
,2
0
0

2
7
,9
0
0

9
7
,8
0
0

1
0
.0

5
3
岩

手
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
5
,0
0
0

2
8
,0
0
0

9
7
,9
0
0

1
0
.0

6
1
8
福

井
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
2
,0
0
0

2
4
,6
0
0

2
8
,3
0
0

9
8
,2
0
0

1
0
.0

7
4
4
大

分
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
7
,5
0
0

2
6
,6
0
0

2
8
,3
6
7

9
8
,2
6
7

1
0
.0

8
1
9
山

梨
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

2
8
,4
0
0

2
8
,4
0
0

2
8
,4
0
0

9
8
,3
0
0

1
0
.0

9
3
6
徳

島
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

2
9
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
8
,5
0
0

9
8
,4
0
0

1
0
.0

1
0

4
2
長

崎
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
0
,0
0
0

2
9
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
9
,0
0
0

9
8
,9
0
3

1
0
.0

1
1

4
1
佐

賀
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
0
,3
0
0

2
8
,2
0
0

2
9
,2
5
0

9
9
,1
5
0

1
0
.0

1
2

5
秋

田
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
9
,5
0
0

9
9
,4
0
0

1
0
.0

1
3

6
山

形
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
9
,5
0
0

9
9
,4
0
0

1
0
.0

1
4

7
福

島
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
9
,5
0
0

9
9
,4
0
0

1
0
.0

1
5

3
8
愛

媛
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
2
,0
0
0

2
7
,0
0
0

2
9
,5
0
0

9
9
,4
0
0

1
0
.0

1
6

3
5
山

口
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
1
,0
0
0

2
8
,2
0
0

2
9
,6
0
0

9
9
,5
0
0

1
0
.0

1
7

1
北

海
道

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

7
1
,7
2
5

2
9
,0
0
0

3
6
,0
0
0

2
9
,0
0
0

2
8
,0
0
0

2
4
,0
0
0

2
9
,2
0
0

1
0
0
,9
2
5

1
0
.5

1
8

2
1
岐

阜
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
2
,2
0
0

3
2
,0
0
0

2
9
,0
0
0

3
1
,0
6
7

1
0
0
,9
7
0

1
0
.5

1
9

4
7
沖

縄
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
2
,0
0
0

3
0
,8
0
0

3
1
,4
0
0

1
0
1
,3
0
0

1
0
.5

2
0

3
2
島

根
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
5
,0
0
0

2
8
,2
0
0

3
1
,6
0
0

1
0
1
,5
0
0

1
0
.5

2
1

1
5
新

潟
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
5
,5
0
0

3
1
,8
0
0

2
8
,0
0
0

3
1
,7
6
7

1
0
1
,6
7
0

1
0
.5

2
2

3
0
和

歌
山

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
5
,0
0
0

2
9
,8
0
0

3
2
,4
0
0

1
0
2
,3
0
0

1
0
.5

2
3

1
0
群

馬
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
4
,2
0
0

3
0
,7
0
0

3
2
,4
5
0

1
0
2
,3
5
0

1
0
.5

2
4

2
4

4
3
熊

本
4
3
熊

本
7
3
5
4
0

6
9
9
1
0

7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

7
1
7
2
5

7
1
,7
2
5

3
1
1
0
0

3
1
,1
0
0

3
0
2
0
0

3
0
6
5
0

1
0
2
3
7
5

1
0
5

3
0
,2
0
0

3
0
,6
5
0

1
0
2
,3
7
5

1
0
.

2
5

1
7
石

川
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
4
,0
0
0

3
3
,1
0
0

3
1
,0
0
0

3
2
,7
0
0

1
0
2
,6
0
3

1
0
.5

2
6

9
栃

木
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
8
,1
0
0

3
2
,0
0
0

3
2
,2
0
0

3
4
,1
0
0

1
0
4
,0
0
3

1
0
.5

2
7

2
4
三

重
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
5
,2
0
0

3
3
,4
0
0

3
4
,3
0
0

1
0
4
,2
0
3

1
0
.5

2
8

4
宮

城
7
7
,1
9
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

7
1
,1
2
0

3
7
,0
0
0

3
5
,0
0
0

2
8
,0
0
0

3
3
,3
3
3

1
0
4
,4
5
3

1
0
.5

2
9

2
0
長

野
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
7
,6
0
0

3
1
,8
0
0

3
4
,7
0
0

1
0
4
,6
0
3

1
0
.5

3
0

3
1
鳥

取
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
6
,0
0
0

3
4
,0
0
0

3
5
,0
0
0

1
0
4
,9
0
0

1
0
.5

3
1

4
0
福

岡
8
0
,8
2
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
3
,5
4
0

3
7
,0
0
0

3
1
,5
0
0

3
2
,0
0
0

2
6
,5
0
0

3
1
,7
5
0

1
0
5
,2
9
0

1
1
.0

3
2

8
茨

城
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

3
5
,4
0
0

3
5
,4
0
0

3
5
,4
0
0

1
0
5
,3
0
0

1
1
.0

3
3

3
3
岡

山
7
7
,1
9
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

7
1
,1
2
0

3
7
,0
0
0

3
5
,0
0
0

3
4
,8
0
0

3
0
,0
0
0

3
4
,2
0
0

1
0
5
,3
2
0

1
1
.0

3
4

3
9
高

知
7
3
,5
4
0

7
3
,5
4
0

3
2
,0
0
0

3
2
,0
0
0

1
0
5
,5
4
0

1
1
.0

3
5

3
7
香

川
7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
0

4
1
,0
0
0

3
3
,0
0
0

3
7
,0
0
0

1
0
6
,9
0
0

1
1
.0

3
6

3
4
広

島
7
7
,1
9
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

7
1
,1
2
0

4
2
,0
0
0

3
5
,1
0
0

3
5
,0
0
0

3
5
,0
0
0

3
3
,0
0
0

3
6
,0
2
0

1
0
7
,1
4
0

1
1
.0

3
7

2
2
静

岡
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

3
9
,9
0
0

3
7
,7
0
0

3
7
,0
0
0

3
7
,2
0
0

3
7
,9
5
0

1
0
7
,8
5
3

1
1
.0

3
8

2
3
愛

知
8
0
,8
2
0

7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

7
2
,6
3
3

3
5
,8
0
0

3
8
,0
0
0

3
7
,4
0
0

3
7
,0
0
0

3
5
,8
0
0

3
6
,8
0
0

1
0
9
,4
3
3

1
1
.0

3
9

2
9
奈

良
7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
9
,9
0
3

4
2
,5
0
0

4
0
,0
0
0

4
0
,0
0
0

3
5
,7
0
0

3
9
,5
5
0

1
0
9
,4
5
3

1
1
.0

4
0

2
5
滋

賀
7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
2
,3
3
0

4
1
,0
0
0

4
1
,0
0
0

3
9
,0
0
0

4
0
,3
3
3

1
1
2
,6
6
3

1
1
.5

4
1

2
7
大

阪
8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
4
,4
5
3

4
2
,0
0
0

4
0
,0
0
0

4
2
,0
0
0

3
0
,8
0
0

3
8
,7
0
0

1
1
3
,1
5
3

1
1
.5

4
2

2
8
兵

庫
8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

7
3
,5
4
5

4
2
,5
0
0

4
2
,0
0
0

4
2
,5
0
0

4
0
,0
0
0

3
2
,3
0
0

3
9
,8
6
0

1
1
3
,4
0
5

1
1
.5

4
3

2
6
京

都
8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
4
,4
5
3

4
2
,5
0
0

4
1
,0
0
0

3
8
,2
0
0

4
0
,5
6
7

1
1
5
,0
1
9

1
2
.0

4
4

1
2
千

葉
7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
2
,3
3
0

4
6
,0
0
0

4
5
,0
0
0

4
6
,0
0
0

4
5
,0
0
0

3
7
,2
0
0

4
3
,8
4
0

1
1
6
,1
7
0

1
2
.0

4
5

1
1
埼

玉
8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
4
,4
5
3

4
7
,7
0
0

4
7
,7
0
0

4
1
,5
0
0

4
5
,6
3
3

1
2
0
,0
8
6

1
2
.5

4
6

1
4
神

奈
川

8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
6
,2
6
0

7
4
,4
5
3

5
3
,7
0
0

4
6
,0
0
0

4
6
,0
0
0

4
3
,0
0
0

4
7
,1
7
5

1
2
1
,6
2
8

1
2
.5

4
7

1
3
東

京
都

8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

7
7
,1
8
3

5
3
,7
0
0

5
3
,7
0
0

4
0
,9
0
0

4
9
,4
3
3

1
2
6
,6
1
7

1
3
.0

基
準

額
8
0
,8
2
0

7
7
,1
9
0

7
3
,5
4
0

6
9
,9
1
0

6
6
,2
6
0

6
2
,4
2
0

0 -

資料５ 都道府県別生活保護受給額



- 301 - 
 

  

ランク 判定基準 見られる症状・行動の例 判定にあたっての留意事項 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日

常生活は家庭内及び社会的に

ほぼ自立している。 

 在宅生活が基本であり、一人暮しも可能で

ある。相談、指導等を実施することにより、

症状の改善や進行の阻止を図る。 

Ⅱ 日常生活に支障を来すような

症状・行動や意思疎通の困難さ

が多少見られても、誰かが注意

していれば自立できる。 

 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困

難な場合もあるので、日中の在宅サービス

を利用することにより、在宅生活の支援と

症状の改善及び進行の阻止を図る。 

Ⅱａ 家庭外で上記Ⅱの状態が見ら

れる。 

たびたび道に迷うとか、買物や

事務、金銭管理などそれまでで

きたことにミスが目立つ等。 

Ⅱｂ 家庭内でも上記Ⅱの状態が見

られる。 

服薬管理ができない、電話の応

対や訪問者との応対など一人

で留守番ができない等。 

Ⅲ 日常生活に支障を来たすよう

な症状・行動や意思疎通の困難

さが見られ、介護を必要とす

る。 

 日常生活に支障を果たすような行動や意

思疎通の困難さがランクⅡより重度とな

り、介護が必要となる状態である。「とき

どき」とはどのくらいの頻度を指すかにつ

いては、症状・行動の種類等により異なる

ので一慨には決められないが、一時も目を

離せない状態ではない。 

在宅生活か基本であるが、一人暮らしは困

難であるので、夜間の利用も含めた居宅サ

ービスを利用しこれらのサービスを組み

合わせることによる在宅での対応を図る。

Ⅲａ 日中を中心として上記Ⅲの状

態が見られる。 

着替え、食事、排便・排尿が上

手にできない・時間がかかる。

やたらに物を口に入れる、物を

拾い集める、徘徊、失禁、大声・

奇声をあげる、火の不始末、不

潔行為、性的異常行為等。 

Ⅲｂ 夜間を中心として上記Ⅲの状

態が見られる。 

ランクⅢaに同じ。 

Ⅳ 日常生活に支障を来たすよう

な症状・行動や意思疎通の困難

さが頻繁に見られ、常に介護を

必要とする。 

ランクⅢに同じ。 常に目を離すことができない状態である。

症状・行動はランクⅢと同じであるが、頻

度の違いにより区分される。家族の介護力

等の在宅基盤の強弱により居宅サービス

を利用しながら在宅生活を続けるか、また

は特別養護老人ホーム・老人保健施設等の

施設サービスを利用するかを選択する。施

設サービスを選択する場合には、施設の特

徴を踏まえた選択を行う。 

Ｍ 著しい精神症状や周辺症状あ

るいは重篤な身体疾患が見ら

れ、専門医療を必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他

害等の精神症状や精神症状に

起因する問題行動が継続する

状態等。 

ランクⅠ～Ⅳと判定されていた高齢者が、

精神病院や認知症専門棟を有する老人保

催施設等での治療が必要となったり、重篤

な身体疾患が見られ老人病院等での治療

が必要となった状態である。専門医療機関

を受診するよう勧める必要がある。 

（平成 18 年 4 月 3 日 老発第 0403003 号 「「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用につい

て」の一部改正について） 
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